
 

請願第１号  

 

漏水減額申請の基準に関する件  

 

要   旨  

 

 請願人は、令和５年１月31日付けで、大阪広域水道企業団阪南水道セン

ター所長に対して水道料金減額申請をした。 

 しかし、令和５年３月14日付けで、請願人の適法な申請を受理すること

なく、理由も示さず請願人に返却した。 

 さらに、請願人がした令和５年３月19日付け審査請求も受理することな

く理由も示さず請求人に返却した。 

 以上のことから、下記のとおり、大阪広域水道企業団において、全ての

減免申請を受理し、減額対象及び減額対象外の合理的基準を定めるよう求

めるものである。 

 

記 

 

１．全ての漏水減額申請の受理を求める。 

 

 ２．減額対象及び減額対象外の合理的基準を定めるよう求める。 

 

 

請 願 者   阪南市                       

林   幹 也                   

 

紹 介 議 員   南 野 敬 介  

 

受理年月日   令和５年４月 28 日 

 

 


